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報告事項１ 

藤沢市都市マスタープランの改定に向けた取組について 

１ これまでの改定に向けた取組状況 

「藤沢市都市マスタープラン」（以下、本計画と言う。）は都市計画法に基づき藤沢市が

策定したものであり、概ね２０年後の都市の姿を展望して、都市計画の基本的な方針を定

めたものです。本計画は、２０１１年（平成２３年）改定（２０１８年（平成３０年）部分

改定）から１３年が経過しており、本市を取り巻く環境も大きく変化しつつあります。 

これらを踏まえ、これからの都市づくりの方針を示すことができるよう改定に向け取組

を進めており、本審議会においても、２０２３年（令和５年）１２月に「藤沢市都市マス

タープランの改定について」報告したとおり、令和７年度末の改定を目指しています。 

 

（１）本計画の進行管理 

１２の「総合的な指標」と５つの「主要プロジェクト」の進行管理を行い、本年５月に

本審議会において報告し、夜間人口・昼間人口の比率や緑地の確保率など議論いただき

ました。 

進行管理の結果や本審議会の意見からも、社会状況の変化に対応した都市づくりを推

進するため、本計画の改定の必要性を改めて認識しました。 

 

表１ 都市づくりの基本方針に合わせた総合的な指標 

 

表２ 都市づくりの基本方針を実体化する主要プロジェクト

 

  

１．藤沢都心部の再活性化   ２.西北部地域総合整備   3.水とみどりのネットワークづくり 

4.広域交通体系の整備     5.公共施設等の適切な維持管理と更新 
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（２）郷土づくり推進会議等との意見交換 

本市では、市民や地域団体等で構成する「郷土づくり推進会議」を市内１３地区に設

置し、それぞれの地域特性を活かしたまちづくりを推進しており、令和５年度から郷土

づくり推進会議を中心として、毎回テーマを分けて人口、土地利用、交通、水・緑、景

観・防災・都市づくり等に関して意見交換を実施しました。 

 

２ 改定に向けた今後の検討体制 

 本計画の改定は次に掲げる体制により検討を進めます。 

（１）藤沢市都市マスタープラン策定協議会 

本計画の改定に必要な検討や討議を行い、改定案をまとめる組織として、市民、学識

経験者、関係団体及び行政機関等で構成する策定協議会を設置します。 

（２）藤沢市都市マスタープラン改定庁内調整会議 

本計画は多岐にわたる計画及び業務と関連することから、それらを踏まえた改定案作

成のため、庁内の横断的な調整を行う組織として庁内調整会議を設置しました。 

（３）市民等との協働・連携 

郷土づくり推進会議等との意見交換のほか、多様な主体への積極的な意見収集や検討

状況の情報発信等により、市民等との協働・連携を図りながら改定を進めます。 

 

３ 意見収集及び情報発信 

本計画の改定にあたり、多様な主体から幅広い意見を得て検討を進め、都市づくりの

関心や理解をより深めていただく機会となることを目指し、意見収集及び情報発信につ

いても様々な方法を用いて実施することとし、活動団体へのヒアリングや多様な主体の

方々に参加いただく「ブレスト会議」の実施などを予定しています。 

 

４ スケジュール案 

 本計画の改定に向けたスケジュール案は次のとおりです。 

 
以 上   

4～６ 7～９ 10～１２ 1～３ 4～６ 7～９ 10～１２ 1～３ 4～６ 7～９ 10～１２ 1～３四半期

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民等との
協働・連携

検討内容

都市計画
審議会

策定
協議会

庁内
調整会議

改定方針等検討

郷土づくり推進会議等との

意見交換

★
改定

●

パブリックコメント

郷土づくり推進会議等への

検討状況等の報告

● ● ● ● ●

● ● ●

基礎資料収集・分析、課題整理等

● ● ●

改定素案等検討

●

多様な主体への

意見収集や情報発信

● ● ●


